
（第三種郵便物認可） ２０１２年２月１５日（５、15、25日発行）大阪歯科保険医新聞 （６）

〈確定申告書Ｂ 記入例〉

１．事業所得関係（減価償却）
　青色申告者で医療保険業を営む者が、一定の医療用
機器等を取得した場合に適用される特別償却の償却率
が、14/100から12/100（医療の安全確保に資する等一
定のものは、20/100から16/100）に引き下げられた。
なお、2011年６月30日以後に取得等をする医療用機器
等について適用し、同日前に取得等をしたものは、従
前どおりとした上、適用期限が２年延長された。
　注）取得価額（１台または１基）が500万円以上のもの

２．配当所得及び譲渡所得関係
　上場株式等の配当等及び譲渡所得に係る10％軽減税
率（所得税７％、住民税３％）の適用期限が2013年12
月31日まで２年延長された。
３．扶養控除等の見直し（11年分から適用されるもの）
① 年齢16歳未満の扶養親族（以下「年少扶養親族」と
いう）に対する扶養控除が廃止され、扶養控除の対
象が、年齢16歳以上の扶養親族（以下「控除対象扶
養親族」）とされた。

② 年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除につい
ては、上乗せ部分（25万円）が廃止され、これらの
人に対する扶養控除の額は38万円とされた。これに
伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未
満の扶養親族とされた。

③ 扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族または控
除対象配偶者が同居の特別障害者である場合におい
て、扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算

する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者
特別控除の額が75万円（改正前：40万円）に引き上
げられた。
４ ．震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特
例または所得税額の特別控除
⑴寄附金控除の特例
① 個人が2011年３月11日から2013年12月31日（以下
「指定期間」という）までの間に支出した震災関連寄
附金（国又は著しい被害の発生した地方公共団体に
対する寄附金及び大震災に関連する指定寄附金をい
う）については、その者が以下の計算により寄附金
控除の特例が受けられる（震災特例法８①、法78）。
〈計算方法〉
控除額
⎧ ⎫
｜ ｜
⎝ ⎠

震災関連寄附
金額の合計額＋＝ －2,000円震災関連寄附金以外

の寄附金額の合計額

　注）１ ．震災関連寄附金以外の寄附金額の合計額は所得金額
の40％相当額を限度とする。

　　　２ ．震災関連寄附金以外の寄附金額の合計額と震災関連
寄附金額の合計額は所得金額の80％相当額を限度とす
る。

② この控除の適用を受けるためには、確定申告書に控
除を受ける金額に関する記載があり、かつ、震災関
連寄附金の明細書等一定の書類（協会が発行した震
災義援金「預り証」も該当する）の提示または添付
をする必要がある（震災特例規則２①、規47の２③）。

⑵ 特定震災指定寄附金を支出した場合の所得税額の特
別控除
① 個人が指定期間内に支出した特定震災指定寄附金に
ついては、その年中に支出した特定震災指定寄附金
の額の合計額が2,000円を超える場合には、以下の

計算方法により算出した金額を税額控除することが
できる（東日本震災特例法８②）。
　 　なお、「特定震災指定寄附金」とは、震災関連寄
附金のうち、被災者の救援または生活再建の支援を
行う活動に必要な資金に充てられる寄附金（認定
NPO法人または社会福祉法人中央共同募金会に対し
て支出するものに限られ、震災関連寄附金を支出し
た場合の寄附金控除の特例を受けるものを除く）を
いう。
〈計算方法〉
（特定震災指定寄附金額の合計額－2,000円）×40％
　（100円未満の端数は切り捨て）
　注）１ ．特定震災指定寄附金の額の合計額は所得金額の80％

相当額を限度とする。
　　　２ ．寄附金特別控除額は、所得税の額の25％に相当する

金額が限度。

② この特例の適用を受ける個人は、確定申告書に控除
を受ける金額に関するする記載があるなど一定の要
件を満たす必要がある（震災特例規則２②）。
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表　改定後の扶養控除額等
区　分 控除額 控除額

配偶者控除 一般控除対象配偶者 380,000
老人控除対象配偶者 480,000

扶養控除

一般控除対象扶養親族（16歳~） 380,000
特定扶養親族（19~22歳） 630,000

老人扶養
親族

同居老親等
以外の者 480,000

同居老親等 580,000

障害者控除
一般の障害者 270,000
特別障害者 400,000

同居特別障害者 750,000
注）１． 部分が改正された項目です。
　　２ ．障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合も適

用される。

措置法26条を適用する場合必ず記入 「番号」を「８」とし、保険診療分所得を記入


